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ホームレスはどこから生まれてくるか

厚生労働省 「ホームレス生活実態調査 H２４年 p１
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路上生活者を生み出すプール装置としての多様な「場所」

○プール装置の全貌は、
統計では分かりにくい

○一般世帯に対する「施
設等世帯」区分＋独身寮
や下宿再掲
○「住宅以外」という区分

○簡易宿泊所は生活衛生
施設・旅館業法の一つ。全
国25000カ所程度

無料低額宿泊所は社会福
祉法2種事業。全国５００弱

○ネットカフェ、その他２４
時間施設は把握不能

○労働宿舎とホームレス
の関連の強さは日本の特
徴

路
上

一般住宅

社会施
設

労働宿舎

旅館・簡易宿泊
所、サウナ、カ
フェ

コミュニティには入らない？
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世帯の定義の変遷

大正9年～
昭和22年

25年 30年 35年～50年 55年 60年～

普通世帯 1人の準世帯 普通世帯 普通世帯 普通(単独)世帯 一般世帯

普通世帯 普通世帯 普通世帯 普通世帯 普通世帯 一般世帯

5人以下の場合 雇主の普通世帯 雇主の普通世帯 雇主の普通世帯 雇主の普通世帯 雇主の普通世帯 雇主の一般世帯

6人以上の場合 雇主の普通世帯 雇主の普通世帯 雇主の普通世帯 まとめて一つの準
世帯

雇主の普通世帯 雇主の一般世帯

1人だけの場合 下宿主の普通世帯 1人の準世帯 1人の準世帯 1人の準世帯 一人の準世帯 1人の一般世帯

2人以上の場合 下宿主の普通世帯 まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

1人1人を一つの準
世帯

1人1人を一つの準
世帯

1人1人を一つの一
般世帯

1人だけの場合 間貸主とは別の普
通世帯

1人の準世帯 1人の準世帯 1人の準世帯 1人の準世帯 1人の一般世帯

2人以上の場合 間貸主とは別の普
通世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

1人1人を一つの準
世帯

1人1人を一つの準
世帯

1人1人を一つの一
般世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

1人1人を一つの準
世帯

1人1人を一つの準
世帯

1人1人を一つの一
般世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

1人1人を一つの準
世帯

1人1人を一つの一
般世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの準
世帯

まとめて一つの施
設等の世帯

注1　｢まとめて一つの」とは，棟ごと，施設ごとなどの調査単位ごとにまとめることをいう。

注2　昭和35年の沖縄県については以下の点が異なる。

　・普通世帯と住居を共にし，生計を別にしている単身の同居人，間借り人，4人以下の単身の下宿人及び営業使用人は，一人一人を一

　つの普通世帯としている。

　・準世帯は，「その他の世帯」として表章されている。この中には，普通世帯と住居を共にし，生計を別にしている単身の家事使用人

　(一人一人を1世帯)と5人以上の下宿人，営業使用人(まとめて1世帯)を含めている。

区分

単独世帯の世帯主

2人以上の普通世帯の世帯主
世帯主の親族
単身の同居人
単身の住み込み家事使用人

下宿屋に下宿している単身者

会社などの独身寮(寄宿舎)

学校の寄宿舎
病院・療養所
社会施設
船舶
旧軍隊・旧警察予備隊・自衛隊
矯正施設

単身の住み込み営業使用
人

素人下宿の単身の下宿人

間借り自炊する単身者

国勢調査世帯定義
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昭和60年～

一般世帯－一般世帯には以下のものが該当する。

(1)

(2)

(3)

施設等の世帯－施設等の世帯には，以下のものが該当する。

(1)

徒の集まり

(2)

の集まり

(3)

(4)

(5)

の集まり

(6)

　住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
　ただし，これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人は，人数に関係なく雇主の世帯
に含めている。

　昭和60年国勢調査では，世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分し，次のとおり定義してい
る。

　自衛隊営舎内居住者－自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり

　矯正施設の入所者－  刑務所及び拘置所の収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者

　その他－住居不定者や陸上に住所を有しない船舶乗組員など

　上記の世帯と住居を共にし，別の生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿し
ている単身者

　なお，世帯の単位のとり方は，原則として下記の(1)及び(2)は棟ごと，(3)は施設ごと，(4)及び(5)は
調査単位ごと，(6)は一人一人を一つの世帯としている。

　寮・寄宿舎の学生・生徒－学校の寮・寄宿舎で起居を共にし，通学している学生・生

　病院・療養所の入院者－病院・療養所などに，既に3か月以上入院している入院患者

　社会施設の入所者－老人ホーム，肢体不自由者更正施設などの入所者の集まり

　会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎，独身寮などに居住している単身者
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「施設等世帯」は社会施設が増加、約250万人

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1960年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

施設等世帯人員数の推移（学生寮は除く）

病院・診療所 社会施設の 自衛隊営舎 矯正施設の その他 合計
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「一般世帯」のうち、間借り・「住宅以外」に住む人びと
約２０万人程度（間借り、若干増えている）（国調）
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国調の住宅以外居住一般世帯の内訳で見た
場合（住宅以外居住は減っているが、その他は増えている）

住宅以外に住
む一般世帯

会社等の独身
寮・寄宿舎 その他

全国（1995) 1272090 1175190 96890

全国（2005) 893860 763400 130460

全国（2010) 911173 648461 262712

２０１０／１９９５ 71.6% 55.2% 271.1%

東京都(1995) 188480 178690 9790

東京都(2005) 120160 100410 19760

東京都(2010） 108073 73731 34342

２０１０／１９９５ 57.3% 41.3% 350.8%
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国調オーダーメイド集計でみると
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図１ 寮に住む人の年齢
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図２ その他に住む人々の年齢

1995年

2005年
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住み込みの雇人（国調オーダーメイド集計）

５万８千人から２万６千人へ減少しているが、女性の２５〜３４歳
層では若干増えている。男性５５歳以上の減少率もやや低い
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住宅・土地統計調査での定義
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註：学校の寮は含んでいない
12

人が居住する住宅以外の建物数（住宅・土地統計調査）



住み込みの雇人（国調オーダーメイド集計）

５万８千人から２万６千人へ減少しているが、女性の２５〜３４歳
層では若干増えている。男性５５歳以上の減少率もやや低い
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被保護世帯調査の住宅種類
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都市別最低居住水準以上の世帯の割合
（単身・民営借家）
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最低居住面積

最低専用設備

両方とも



民営借家の世帯人員別最低居準水準
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民借家 単身 居住最低基準と
特別住宅扶助基準倍率による家賃分布
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